
協議案件（３）（仮称）『豊田市地域公共交通計画』策定に向けた今後の進め方について  協議３ 

 
１ 本日協議したい事項                                    
 
 
 
 
２ 国の動向について                                      
 

令和３年 5 月 28 日に第２次交通政策基本計画が策定された。（計画期間 R3 年 R7 年） 
人口減少やコロナ禍による交通事業の経営悪化など、交通が直面する危機を乗り越えるため、

今後の交通政策として３つ基本的方針を定めた。（別紙１参照） 
 
３ 基本的な考え方                                        

 
（１）市の考え方 
 国の動向を踏まえ、新計画の柱を「持続可能性」、「自助・共助・公助」とする。 

現段階での新計画の骨子（案）については別紙２を参照。 
 
（２）今後の議論の在り方 
 新計画は交通に関する全体的な計画とするが、特に超高齢社会への対応は喫緊の課題であるた
め地域の移動手段の確保（地域バス）については重点的に議論をする。 
 
（３）今後の予定（案） 

回数 時期 計画全体 地域バス改編 参考 
第 3 回 8 月 新計画の骨子（案） ・現状分析 

・地域交通の概念整理 
（別紙３参照） 

地域ヒアリング 
（8 月頃 ） 
 
パブリックコメント 
（12 月頃 ） 

第 4 回 10 月 個別施策の整理 地域サービスレベル検討 

第 5 回 12 月 新計画概要（素案） 路線の改編方針（素案） 

第 6 回 2 月 新計画概要（案） 路線の改編方針（案） 

 
（４）主な議論の切り口 
   公共交通会議では主に以下の３つの切り口で議論を行いたい。 
  ①高齢者が安心して移動できる環境づくり 
   移動の制約を受けやすい高齢者へターゲットを絞る。 
   「自助・共助・公助」を組み合わせたあらゆる移動施策を総動員して対応する。 
  ②地域に応じた効率的な移動サービスの確立 

行政・事業者の経営状況が難しい中で、地域内の移動手段をどのようなサービスレベルで
確保するか将来的な公共交通事業の在り方を検討する。 

③コロナ禍の影響を踏まえた将来の交通の在り方 
   ウィズコロナは、現在の利用者推移などに着目して検討する。 
   アフターコロナは、新たな生活様式に着目して検討する。 
   

 
４ 社会経済における現況                                   
 
・主な議論の切り口から現状データとの結びつきを以下の表で整理した。（別紙４参照） 
・各データを第３回目以降の公共交通会議で分析をかけていくため、その他不足すると考えられ

るデータ等についてご意見をいただきたい。 
・今後の公共交通会議では公共交通（利用実態、収支など）に的を絞った分析を行っていく予定。 
 
【主な議論の切り口と現状データの整理（案）】 
①高齢者が安心して移動できる環境づくり 

現状データ 目的 
（１）将来人口の推移 人口減少（年少者の減少、高齢者の増加） 
（２）将来居住人口のエリア分布 高齢者の居住区域の広域化 
（３）地域別人口及び高齢化率 地域ごとの人口・高齢化率の偏り 
（４）児童生徒数の推移 年少者人口の減少 
（５）年齢別の交通手段分担率 年齢ごとの移動実態の把握 
（６）地域別高齢者の交通手段分担率 他市との比較 
（７）運転免許返納数 高齢者の免許返納件数の増加 
（８）交通事故発生件数 高齢者における交通事故発生件数の増加 
（９）人的要因別死亡事故件数 操作不適による高齢者の死亡事故件数の増加 

 
②地域に応じた効率的な移動サービスの確立 

現状データ 目的 
（１）基幹バス・地域バスの利用者数 利用者数の推移 
（２）基幹バス・地域バスの運行経費 運行経費の上昇 
（３）基幹バス・地域バスの収支率 収支率の減少 
（４）基幹バスの運転手の人件費 運行経費における人件費の割合増加 
（５）運転手の求人倍率 他業種との比較 
（６）運転手の就業構造 他業種との比較 

 
③コロナ禍の影響を踏まえた将来の交通の在り方 

現状データ 目的 
（１）基幹バスの利用者数 利用者数の傾向 
（２）地域バスの利用者数 利用者数の傾向 
（３）タクシーの運送収入 運送収入の減少 
（４）自動車交通量 自動車交通量の減少 
（５）移動手段の変化 市民の移動手段に関する意識変化 
（６）外出頻度 外出頻度の減少 
（７）在宅勤務・時差出勤 在宅勤務・時差出勤の増加 

 

①今後のスケジュールについて 
②主な議論の切り口と現状データについて 
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